
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次
に
、
春
山
然
浩
・
弁
護
士
は
、

厚
労
省
が
平
成
２
５
年
引
き
下
げ
の

理
由
と
し
た
「
デ
フ
レ
（
物
価
下
落
）

補
正
」
に
つ
い
て
、
①
比
較
年
を
一

時
的
に
急
激
に
物
価
が
上
昇
し
た
２

０
年
と
下
落
し
た
２
３
年
と
し
た
。

②
「
生
保
扶
助
相
当
Ｃ
Ｐ
Ｉ
」
の
指

数
品
目
・
銘
柄
が
適
切
で
な
い
と
批

判
。
指
数
品
目
に
、
３
２
型
液
晶
テ

レ
ビ
や
パ
ソ
コ
ン
な
ど
を
入
れ
、
物

価
が
四
・
七
八
％
下
が
っ
た
と
し
て

い
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
電
化
製

品
の
物
価
下
落
に
よ
る
も
の
で
、
テ

レ
ビ
・
パ
ソ
コ
ン
を
外
し
た
だ
け
で

も
、
物
価
下
落
は
半
分
以
下
の
一
・

九
六
％
と
な
る
と
の
試
算
を
示
し
ま

し
た
。
生
保
受
給
世
帯
は
高
価
な
電

化
製
品
を
買
え
る
わ
け
が
な
い
の

で
、
物
価
下
落
の
恩
恵
を
被
っ
た
事 

            

 

実
は
な
い
。
比
較
年
の
不
合
理
性
と

と
も
に
、「
生
活
扶
助
相
当
Ｃ
Ｐ
Ｉ
」

の
考
え
方
に
多
く
の
問
題
点
が
あ

り
、
判
断
過
程
に
過
誤
が
あ
る
と
断

じ
ま
し
た
。
厚
労
省
の
引
き
下
げ
の

理
由
は
、
６
７
０
億
円
の
予
算
削
減

あ
り
き
で
恣
意
的
。
そ
の
根
拠
は
余

り
に
ズ
サ
ン
な
も
の
で
あ
る
と
厳
し

く
指
摘
し
ま
し
た
。 

    

「
口
頭
弁
論
」
終
了
後
、
県
弁
護

士
会
館
で
「
記
者
会
見
・
報
告
集
会
」

を
開
き
ま
し
た
。
弁
護
団
長
の
青
島

明
生
・
弁
護
士
と
「
反
貧
困
ネ
ッ
ト

と
や
ま
」
の
松
浦
万
里
子
・
代
表
世

話
人
が
あ
い
さ
つ
し
ま
し
た
。 

 
 

  

弁
護
団
事
務
局
長
の
西
山
貞
義
・

弁
護
士
が
本
日
の
口
頭
弁
論
の
概
要

を
説
明
し
た
後
、
メ
デ
ィ
ア
や
参
加

者
か
ら
の
質
問
に
答
え
ま
し
た
。
原

告
の
Ｃ
さ
ん
は
「
厚
労
省
の
引
き
下

げ
理
由
は
納
得
で
き
な
い
」
と
発
言

し
ま
し
た
。【
発
言
要
旨
は
別
項
】 

今
後
の
予
定
に
つ
い
て
西
山
氏

は
、
平
成
二
七
年
四
月
の
引
き
下
げ

（
三
回
目
）に
対
す
る
追
加
提
訴（
原

告
は
二
人
を
予
定
）
を
準
備
し
た
い

と
述
べ
ま
し
た
。【
記
者
会
見
の
概
要

は
ウ
ラ
面
に
掲
載
】 

                           

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 テレビも冷蔵庫も知人からもらった。洗濯機は１０年前、中古で 

買った。新品の電化製品を買うなんて、生保受給の私にはありえな 

い。こんな理由で保護費を引き下げるなんて、到底、納得できない。 

 

 

 

 
 

 

反-貧困ネットワークとやま  ニュース 

№⑬ 2015.10/19 発行；ネット事務局  E-mail；info@fureai.tv 

 

 

 

 
 

生
活
保
護
引
き
下
げ
違
憲
富
山
訴
訟(

富
山
生
存
権
裁
判)

の
第
２ 

回
「
口
頭
弁
論
」
が
十
月
七
日
、
富
山
地
裁
で
開
か
れ
ま
し
た
。「
反 

貧
困
ネ
ッ
ト
」
の
会
員
ら
２
３
人
が
傍
聴
。
口
頭
弁
論
で
は
①
「
社 

会
権
規
約
に
反
す
る
」、
②
「
厚
労
省
の
物
価
指
数(

生
保
扶
助
相
当 

Ｃ
Ｐ
Ｉ)

の
問
題
点
」
と
い
う
２
つ
の
準
備
書
面
に
つ
い
て
、
弁
護
団 

が
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
を
用
い
て
陳
述
し
ま
し
た
。 

ま
ず
、
足
立
政
孝
・
弁
護
士
が
「
生

保
基
準
の
引
き
下
げ
は
、
社
会
権
規

約
（
人
権
条
約
）
に
反
す
る
」
と
主

張
し
ま
し
た
。【
ウ
ラ
面
に
解
説
】 

    

                

 

記
者
会
見
・
報
告
集
会
の
模
様 

（
十
月
七
日
、
県
弁
護
士
会
館
） 

  

                

 

http://antipoverty-network.org/
mailto:info@fureai.tv


 

 

 

 

 

 

貧
困
を
克
服
す
る
手
段
と
し
て
社

会
福
祉
が
登
場
し
て
か
ら
四
〇
〇
年

以
上
経
過
し
ま
し
た
が
、
私
た
ち
は

い
ま
だ
貧
困
を
克
服
で
き
な
い
で
い

ま
す
。 

今
回
の
裁
判
を
通
じ
て
、
そ
の
原

因
を
明
ら
か
に
で
き
る
で
し
ょ
う
。

し
い
と
い
う
こ
と
は
、
お
金
や
モ
ノ 

                               

 

 

十
月
七
日
の
「
記
者
会
見
・
報
告
集
会
」

で
の
松
浦
万
里
子
さ
ん
（
反
‐
貧
困
ネ 

ッ
ト
ワ
ー
ク
と
や
ま
・
代
表
世
話
人
） 

の
あ
い
さ
つ
（
要
旨
）、「
質
疑
応
答
」 

の
概
要
を
紹
介
し
ま
す
。 

                               

 

 

 

 

 

 

 

―最高裁まで進むのか、勝てる 

可能性はあるのか？ 

【西山弁護士】（弁護団事務局長） 

  一審（富山地裁）で勝訴しても控 

訴される。負けても我々は控訴する。 

最高裁までたたかうことになる。 

国が決めたことをひっくり返そうと 

いうのだから、厳しいたたかいにな 

るが、勝算はある。今回の引き下げ 

理由・根拠が余りにズサンだから。 

そのことを裁判所にわかってもらう 

よう主張したい。勝てるとすれば、 

一審（富山地裁）だ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 裁判だけでなく、世論に訴える 

  運動も大事ではないか？ 

 

 

 

【西山】そのとおり。勝訴しても原告し 

か救済されない。本質的な解決は世論 

が変わり、国会が変わること。これこ 

そベストな結果だ。 

 

 

 

 

【松浦万里子】（反貧困ネット）  

 歴史的にみると、社会の変化・発展 

展とともに社会保障が充実してきた。 

有識者を招いた講演会や県民へのアピ 

ール、何より、さまざまな運動と手を 

携えることが、社会発展のために大切。 

貧
し
い
と
い
う
こ
と
は
、
お
金
や

モ
ノ
が
な
い
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、

そ
れ
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る 

〝
社
会
的
な
排
除
〟
こ
そ
が
問
題
で

す
。
周
り
の
人
と
お
付
き
合
い
し
て
、

一
緒
に
楽
し
ん
だ
り
喜
ん
だ
り
…
、

と
い
っ
た
人
間
の
発
達
が
大
き
く
妨

げ
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。 

     
 

                                

 

本
日
お
集
ま
り
の
皆
さ
ん
、
報
道

各
社
の
皆
さ
ん
に
は
、目
の
前
の
「
事

実
」
か
ら
「
真
実
」
を
見
出
し
て
欲

し
い
と
思
い
ま
す
。「
事
実
」
だ
け
に

着
目
す
る
と
、「
怠
け
者
だ
か
ら
貧
困

に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
」
な
ど
と
つ
い

考
え
が
ち
で
す
が
、
そ
の
裏
に
あ
る

「
真
実
」
に
目
を
向
け
て
、
皆
さ
ん

の
〝
社
会
的
な
正
義
〟
を
大
い
に
発

揮
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
願
っ
て
い

ま
す
。
と
も
に
が
ん
ば
り
ま
し
ょ
う
。 

                                

 

 

 

 

 

 

 

                      

                  ◆口頭弁論より（抜粋） 

 

○正式名称… 「経済的、社会的および文化的権利に関する国際条

約」。「市民的および政治的権利に関する国際条約」（自由権規約）

とともに国際人権法の根幹をなす人権条約。日本は 1979年（昭 54

年）に批准している。 

◆日本国憲法と社会権規約（人権条約）も、普遍的な人権基準を設定し 

ており、どちらも同じ方向を向いている。 

○条約と法令との優劣関係… 条約や確立された国際法規は、誠実に

遵守する」（憲法 98条 2項） 

◆条約は法律・政令より優位 

 → 社会権規約に反する生 

  活保護法の改正は不可。 

◆「社会権規約は制度後退を 

 原則禁止しており、例外的 

 に許されることを国が証明   記者会見する弁護団等（左から 2人目は、 

しなければならない」と指摘。  あいさつする団長の青島明生・弁護士） 

  

 

 

 


